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神
社
本
庁
の
本
年
度
秋
の
評
議

員
会
は
十
月
十
三
日
の
午
後
一
時

三
十
分
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

五
月
の
評
議
員
会
以
来
、
総
長

の
指
名
を
め
ぐ
り
裁
判
提
訴
も
含

め
混
乱
し
て
ゐ
る
状
況
に
、
な
ん

ら
か
の
解
決
の
方
向
が
見
い
だ
せ

る
こ
と
も
期
待
さ
れ
た
評
議
員
会

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
期
待

に
は
満
足
で
き
る
結
果
は
得
ら
れ

な
い
ま
ま
終
了
し
ま
し
た
。

神
社
本
庁
の
混
乱
は
依
然
継
続

中
と
言
は
ざ
る
を
え
な
い
残
念
な

状
態
で
す
。

そ
の
中
で
、
特
筆
す
べ
き
は
、

冒
頭
の
「
統
理
挨
拶
」
に
お
い
て
、

統
理
様
が
「
総
長
に
は
田
中
氏
を

指
名
で
き
な
い
。
芦
原
氏
を
指
名

す
る
」
と
の
断
固
た
る
姿
勢
を
お

示
し
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
す
（
ご

挨
拶
の
内
容
は
上
記
掲
載
の
通

り
）。この

異
例
の
ご
挨
拶
に
も
関
は

ら
ず
、
本
庁
当
局
や
議
長
の
議
事

運
営
は
、
こ
の
統
理
様
の
ご
意
向

を
ほ
ぼ
無
視
し
た
ま
ま
の
進
行
と

な
り
ま
し
た
。
以
下
、
そ
の
経
過

概
要
を
報
告
し
ま
す
。

花
菖
蒲
ノ
會
会
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令和4年

10月17日

第５号

評
議
員
会
冒
頭
の
統
理
挨
拶

私
は
、
六
月
二
十
三
日
の
役
員
会
に
際
し
、
仮
処
分
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
を
待
つ
と
い

ふ
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
十
月
五
日
の
仮
処
分
の
決
定
を
見
ま
す
と
、
庁
規
十
二
条
２
項

の
役
員
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
と
は
、
役
員
会
の
議
決
を
踏
ま
へ
て
指
名
す
る
と
い
ふ
趣
旨
と

さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

議
を
議
決
と
し
て
ゐ
る
点
は
承
服
で
き
ま
せ
ん
が
、
六
月
二
十
三
日
の
役
員
会
で
田
中
前
総
長

を
総
長
と
す
べ
き
と
す
る
議
決
が
行
は
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
を
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
へ

た
上
で
改
め
て
総
長
を
指
名
し
ま
す
。

最
高
裁
の
決
定
で
確
定
し
た
判
決
を
見
る
と
、
田
中
前
総
長
の
下
で
神
社
本
庁
で
は
情
報
操
作

に
よ
る
恣
意
的
な
庁
務
運
営
や
濫
用
的
な
懲
戒
権
の
行
使
が
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

を
り
、
神
社
本
庁
の
歴
史
に
大
き
な
汚
点
を
残
し
ま
し
た
。

私
は
神
社
本
庁
の
将
来
に
対
し
強
い
危
機
意
識
を
抱
い
て
を
り
、
今
の
神
社
本
庁
に
と
っ
て
こ

れ
ま
で
の
庁
務
運
営
の
在
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
透
明
性
と
公
平
性
が
確
保
さ
れ
た
正
常
な

庁
務
運
営
を
取
り
戻
す
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
ま
す
。

し
か
し
、
田
中
前
総
長
か
ら
反
省
の
弁
は
聞
か
れ
ず
、
再
発
防
止
策
も
示
さ
れ
て
を
り
ま
せ
ん
。

田
中
前
総
長
を
総
長
に
推
す
役
員
会
の
議
決
を
踏
ま
へ
て
も
田
中
前
総
長
を
五
期
目
の
総
長
に

指
名
す
る
こ
と
は
神
社
本
庁
の
代
表
と
し
て
到
底
で
き
な
い
こ
と
で
す
。

次
期
総
長
に
は
透
明
性
、
公
平
性
の
確
保
さ
れ
た
庁
務
運
営
を
期
待
し
得
る
方
と
し
て
、
芦
原

髙
穂
理
事
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

役
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
私
の
指
名
の
趣
旨
に
つ
き
ご
理
解
を
賜
り
、
今
後
は
芦
原

総
長
の
下
、
一
致
団
結
し
て
透
明
性
と
公
平
性
の
確
保
さ
れ
た
庁
務
運
営
に
ご
尽
力
を
頂
き
た
く
、

お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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●
評
議
員
会
日
程

当
日
の
日
程
・
次
第
お
よ
び
議

案
は
以
下
の
通
り
。

【
十
月
定
例
評
議
員
会
次
第
】

令
和
四
年
十
月
十
三
日
（
木
）

午
後
一
時
半

於

神
社
本
庁
大
講
堂

一
、
一
同
入
場

一
、
修
祓

一
、
神
殿
拝
礼

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
開
会

一
、
統
理
挨
拶

一
、
開
議

一
、
諸
般
の
報
告

一
、
理
事
補
欠
選
挙

一
、
議
事

一
、（
自
由
討
論
）

一
、
議
事
終
了

一
、
議
長
挨
拶

一
、
閉
会

一
、
総
長
挨
拶

一
、
統
理
挨
拶

一
、
神
殿
拝
礼

【
十
月
定
例
評
議
員
会
日
程
】

第
一

議
事
録
署
名
議
員
指
名

第
二

理
事
補
欠
選
挙

第
三

議
案
第
一
号

令
和
三
年

定
例
評
議
員
会
に
お
け
る
評

議
員
提
出
議
案
件
等
の
処
理

結
果

第
四

議
案
第
二
号

令
和
三
年

度
神
社
本
庁
業
務
報
告

第
五

議
案
第
三
号

令
和
三
年

度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

第
六

議
案
第
四
号

令
和
三
年

度
御
代
替
記
念
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算

第
七

議
案
第
五
号

令
和
三
年

度
各
種
資
金
及
び
保
管
金
会

計
収
支
計
算
書

第
八

議
案
第
六
号

財
産
目
録

第
九

議
案
第
七
号

令
和
三
年

度
事
業
会
計
決
算

第
一
〇

議
案
第
八
号

令
和
三

年
度
神
社
賠
償
責
任
保
険
会

計
収
支
計
算
書
及
び
財
産
目

録

第
一
一

議
案
第
九
号

令
和
四

年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補

正
予
算
案

第
一
二

議
案
第
一
〇
号

御
代

替
記
念
事
業
特
別
会
計
剰
余

金
の
取
扱
ひ
に
つ
い
て

第
一
三

（
自
由
討
論
）

●
議
事
経
過
概
要

本
紙
一
頁
に
記
し
た
や
う
に
、

統
理
様
の
冒
頭
の
挨
拶
か
ら
、
芦

原
総
長
指
名
を
明
言
。

田
中
氏
を
「
前
総
長
」
と
呼
称
し
、

五
選
は
認
め
な
い
と
さ
れ
た
。（
拍

手
多
数
）
し
か
し
、
開
議
後
は
、

こ
れ
が
無
か
っ
た
や
う
に
、
淡
々

と
諸
般
の
報
告
と
な
る
。

理
事
補
欠
選
挙
で
東
園
氏
当
選
。

（
五
月
の
総
代
会
役
員
会
で
決
定

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
選

挙
と
な
っ
た
。）

つ
い
で
議
案
第
一
号
・
第
二
号

の
処
理
結
果
と
業
務
報
告
。
小
野

常
務
理
事
が
担
当
。

通
常
な
ら
「
議
案
書
に
印
刷
し

て
あ
り
ま
す
の
で
要
点
の
み
」
と

説
明
す
る
の
だ
が
、
議
案
書
以
上

に
細
か
く
長
々
と
説
明
す
る
。

稲
・
瀬
尾
裁
判
に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ
冊
子
の
議
案
の
と
ほ
り
。

そ
の
後
、
荒
井
総
務
部
長
が
議

長
の
許
可
を
得
て
、
総
長
指
名
問

題
に
つ
い
て
、
小
川
弁
護
士
の
答

弁
書
や
若
木
の
記
事
抜
粋
な
ど
の

資
料
を
配
布
。

荒
井
総
務
部
長
：「
議
を
経
て
指

名
」
に
つ
い
て
、
若
木
の
記
事
で

３
つ
の
解
釈
を
示
し
、
旭
川
地
裁

の
決
定
で
議
決
が
必
要
と
判
断
す

る
と
し
、
五
月
臨
時
役
員
会
か
ら

の
経
緯
、
芦
原
理
事
の
登
記
手
続

の
顛
末
な
ど
、
芦
原
理
事
を
激
し

く
糾
弾
。

「
秘
密
裏
に
登
記
、
総
長
印
を
偽

造
、
一
歩
間
違
へ
れ
ば
刑
事
事
件
、

役
員
の
行
為
と
し
て
か
な
り
不
適

切
」
な
ど
と
発
言
。

本
庁
事
務
局
の
対
応
は
、
統
理

の
意
向
の
無
視
で
は
な
く
、
本
庁

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
問
題
だ

と
主
張
。
裁
判
で
の
敗
訴
と
総
長

の
選
任
は
別
問
題
。
総
長
背
任
は

裁
判
所
に
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、

な
ど
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
芦
原
理
事
が
挙

手
し
て
意
見
。

「
庁
規
十
二
条
は
『
議
を
経
て
』

で
あ
り
『
議
決
』
で
は
な
い
。
栃

尾
さ
ん
も
落
合
さ
ん
も
同
意
見
だ

っ
た
。」「
登
記
は
、
統
理
か
ら
指

名
書
を
い
た
だ
い
た
か
ら
。
大
命

を
受
け
て
腹
を
く
く
っ
た
。
宗
教

法
人
法
で
は
二
週
間
以
内
に
登
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
庁
が

動
か
な
い
以
上
、
速
や
か
に
登
記

を
行
っ
た
。
秘
密
裏
に
行
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。」
と
し
た
。

本
部
氏
（
宮
崎
）
が
「
議
を
経

て
」
の
事
務
局
の
説
明
を
支
持
す

る
意
見
。
本
庁
の
印
章
取
扱
規
程

違
反
な
ど
と
い
っ
て
芦
原
氏
を
批

判
。荒

井
総
務
部
長
：
規
程
に
抵
触

す
る
の
で
は
な
い
か
。

芦
原
理
事
：
本
庁
が
印
鑑
を
用

意
し
な
い
な
ら
改
印
す
べ
き
と
の

弁
護
士
の
助
言
に
従
っ
た
。

村
田
氏
（
宮
城
）：
役
員
会
で
決

ま
っ
て
な
い
も
の
を
先
行
し
て
登

記
す
る
芦
原
理
事
の
態
度
は
お
か

し
い
。
議
事
録
も
不
審
だ
し
、
そ
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の
署
名
人
も
問
題
。

芦
原
理
事
：
五
月
二
十
八
日
の

議
論
を
経
て
統
理
は
専
門
家
に
確

認
す
る
と
言
は
れ
、
確
認
の
の
ち

指
名
が
あ
り
、
そ
れ
で
登
記
事
務

を
進
め
た
。
私
が
総
長
に
就
任
し

た
な
ら
ば
統
理
の
意
向
を
受
け
て
、

皆
さ
ん
の
協
力
を
い
た
だ
い
て
進

め
て
行
き
た
い
。

村
田
氏
：
議
論
を
す
り
替
へ
て

ゐ
る
。
東
京
地
裁
の
結
果
が
出
る

ま
で
待
ち
ま
せ
う
。

神
保
氏
（
群
馬
）：
事
務
局
の
対

応
を
厳
し
く
批
判
。
事
務
局
が
解

決
の
た
め
に
ど
ん
な
努
力
を
し
た

の
か
と
。
ま
た
五
月
二
十
八
日
の

議
事
録
、
録
音
を
開
示
せ
よ
。

荒
井
総
務
部
長
：
役
員
会
の
内

容
は
出
席
の
役
員
か
ら
聞
い
て
欲

し
い
。

阿
部
氏
（
福
岡
）：
五
月
の
総
長

挨
拶
は
嘘
。
神
社
本
庁
の
進
路
は

評
議
員
会
で
決
め
て
も
ら
ひ
た
い
。

戦
後
、
神
社
本
庁
の
運
営
は
キ
チ

ン
と
行
は
れ
て
来
た
。
田
中
総
長

時
代
の
み
マ
ス
コ
ミ
に
叩
か
れ
、

神
社
本
庁
の
品
格
は
貶
め
ら
れ
た
。

歴
代
の
総
長
は
、
統
理
の
指
名
を

受
け
て
、
信
頼
を
培
っ
て
き
た
。

若
木
原
稿
、
憲
章
を
読
み
上
げ
て

厳
し
く
意
見
。

荒
井
総
務
部
長
：
統
理
指
名
書

の
段
階
で
は
ま
だ
「
議
を
経
て
」

ゐ
な
い
か
ら
登
記
は
で
き
な
い

佐
野
氏
（
神
奈
川
）：
田
中
氏
に

五
期
目
も
お
願
ひ
し
た
い
と
言
っ

て
る
役
員
が
多
く
ゐ
る
や
う
だ
が
、

業
務
報
告
に
は
御
大
典
記
念
事
業

も
出
て
ゐ
る
が
、
御
大
典
対
策
は

万
全
で
あ
っ
た
の
か
。
神
社
本
庁

の
対
応
に
課
題
は
な
い
の
か
？
。

昨
今
の
本
庁
の
業
務
で
は
反
省

が
な
さ
す
ぎ
る
。
そ
の
な
か
で
田

中
氏
は
何
故
五
期
を
目
指
す
の

か
？

何
が
し
た
い
の
か
？

話

し
て
欲
し
い
。
両
常
務
理
事
に
対

し
、
田
中
氏
を
推
す
理
由
を
述
べ

よ
と
要
求
。

藤
江
常
務
理
事
：
常
務
理
事
会

で
統
理
か
ら
発
言
を
封
じ
ら
れ
た
。

指
名
書
に
田
中
総
長
を
有
罪
的
に

扱
ふ
記
述
あ
り
と
言
っ
た
ら
、
統

理
か
ら
、
あ
な
た
は
新
参
者
だ
か

ら
と
言
は
れ
た
。
統
理
は
戴
い
て

ゐ
る
存
在
で
、
利
用
し
て
は
な
ら

な
い
。
統
理
は
黙
っ
て
ゐ
て
欲
し

い
と
何
度
も
言
っ
た
が
、
統
理
は

話
し
続
け
た
。
五
月
二
十
八
日
の

件
で
は
、
統
理
が
利
用
さ
れ
な
い

や
う
、
統
理
の
発
言
を
求
め
る
声

に
反
対
し
た
。
役
員
会
が
統
理
の

指
名
に
反
し
た
ら
、
統
理
は
降
り

る
と
発
言
し
た
。

（
問
題
）
佐
野
氏
の
発
言
に
は

全
く
答
へ
ず
、
統
理
を
批
判
す
る

不
見
識
な
発
言

田
中
理
事
（
な
ほ
在
任
総
長
）：

平
成
の
祭
祀
祭
礼
総
合
調
査
に
つ

い
て
、
佐
野
氏
を
批
判
。
参
事
退

任
後
も
佐
野
さ
ん
は
嘱
託
と
し
て

こ
の
事
業
を
行
っ
た
。
当
時
の
予

算
は
十
四
億
。
祭
祀
祭
礼
総
合
調

査
は
一
億
数
千
万
。
そ
の
後
の
活

用
、
フ
ォ
ロ
ー
は
ど
う
な
の
か
？

こ
の
成
果
は
何
か
？
反
省
は
な
い

の
か佐

野
氏
：
当
時
は
役
員
も
職
員

も
十
分
な
情
報
共
有
を
し
て
御
大

典
の
対
策
を
し
た
。
祭
礼
調
査
は

単
に
報
告
書
が
で
た
だ
け
で
な
く
、

調
査
を
通
じ
て
全
国
の
神
職
が
祭

り
と
は
何
か
を
自
ら
考
へ
る
作
業

を
し
た
。
そ
の
事
を
考
へ
て
仕
事

を
し
た
。

田
中
理
事
（
な
ほ
在
任
総
長
）：

私
が
五
期
目
を
や
る
理
由
。
応
援

し
て
く
れ
る
人
も
ゐ
る
が
、
神
社

本
庁
庁
規
に
は
留
任
は
妨
げ
な
い

と
あ
る
。
私
を
支
持
し
て
く
れ
る

人
が
ゐ
る
か
ら
今
に
至
っ
て
い
る
。

な
ほ
在
任
の
立
場
だ
が
、
私
へ
の

批
判
は
あ
る
が
、
自
分
の
使
命
に

則
っ
て
や
っ
て
る
。
小
規
模
神
社

や
神
社
内
部
の
問
題
な
ど
。
神
社

本
庁
の
正
常
化
と
よ
く
言
わ
れ
る

が
、
憲
章
や
綱
領
に
あ
る
よ
う
に

浄
ら
か
な
神
社
界
と
な
る
よ
う
尽

力
し
た
い
。

神
社
本
庁
職
員
経
験
の
評
議
員

が
い
る
が
、
永
井
君
、
当
時
の
状

況
を
話
し
て
く
れ
な
い
か
？

（
問
題
）
五
期
を
臨
む
理
由
は
依

然
不
明
確
。
応
援
し
て
く
れ
る
人

は
な
ぜ
応
援
す
る
の
か
疑
問
？

永
井
氏
（
北
海
道
）：
登
記
の
議

事
録
が
神
社
新
報
の
記
事
で
あ
っ

た
こ
と
は
不
当
。
議
事
録
作
成
者

に
葦
津
、
西
高
辻
、
圓
藤
の
名
前

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
は
な

い
か
？

百
合
丘
職
舎
売
却
で
本

庁
が
本
当
に
損
し
た
の
か
？

田

中
に
責
任
が
あ
る
の
か
？

エ
ル

ピ
ー
ダ
損
失
事
件
を
指
摘
。
当
時

の
白
井
総
長
が
評
議
員
会
で
謝
罪

し
た
。
エ
ル
ピ
ー
ダ
は
穴
埋
め
し

て
い
な
い
。こ
れ
は
ど
う
な
ん
だ
？

圓
藤
副
議
長
：
芦
原
氏
登
記
の

際
の
経
過
と
署
名
説
明
。

葦
津
（
福
岡
）：
エ
ル
ピ
ー
ダ
は

決
裁
し
た
者
と
し
て
進
退
伺
ひ
を

申
し
出
た
。
し
か
し
今
日
の
話
は

そ
の
問
題
で
は
な
い
。
本
庁
は
設

立
以
来
の
慣
習
が
あ
る
。
統
理
の

総
長
指
名
は
、
実
際
に
は
統
理
一

任
で
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
何
故
、

今
回
は
前
例
に
従
は
な
か
っ
た
の

か
。
こ
の
指
名
の
会
議
は
御
前
会

議
の
や
う
な
も
の
で
、
本
来
議
事

録
に
も
残
さ
な
い
や
う
に
引
き
継

い
で
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
。

荒
井
総
務
部
長
：
臨
時
（
総
長

指
名
）
役
員
会
の
議
事
録
は
作
っ
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て
あ
る
。
以
前
の
も
の
を
参
照
し

前
例
通
り
の
こ
と
を
し
た
。

葦
津
氏
：
議
事
録
に
つ
い
て
、

私
（
葦
津
）
の
担
当
以
前
の
議
事

録
は
絶
対
に
存
在
し
な
い
と
発
言
。

西
高
辻
理
事
：
統
理
の
発
言
の

重
さ
を
指
摘
。
風
通
し
の
良
い
組

織
に
。
役
員
会
の
議
事
録
が
出
て

こ
な
い
の
が
問
題
。

春
名
氏
（
岡
山
）：
い
く
ら
挙
手

を
し
て
も
指
名
し
な
い
。
こ
こ
に

は
ボ
タ
ン
も
な
い
。
議
長
は
半
日

で
済
む
と
思
っ
た
の
か
？

あ
な

た
は
会
議
の
運
営
の
責
任
者
だ
よ
。

裁
判
所
は
形
式
で
判
断
し
そ
れ
も

仮
の
も
の
。
そ
も
そ
も
田
中
氏
の

責
任
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
の
か
？

田
中
氏
は
五
月
に
脅
迫
の
や
う

な
発
言
。
だ
か
ら
統
理
さ
ん
は
あ

な
た
を
指
名
で
き
な
い
。
田
中
氏

を
推
す
理
事
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

荒
井
総
務
部
長
：
評
議
員
会
日

程
は
コ
ロ
ナ
対
策
で
仕
方
が
な
い

こ
と
。
そ
も
そ
も
日
程
は
統
理
の

決
裁
。
半
日
と
し
て
招
集
し
た
責

任
は
統
理
に
あ
る
。
仮
処
分
で
も

法
的
効
力
が
あ
る
。
脅
迫
と
い
う

の
は
名
誉
毀
損
だ
。「
議
を
経
て
」

は
十
二
月
の
判
決
で
決
ま
る
。

（
問
題
）
統
理
に
責
任
転
嫁
の

問
題
発
言

議
長
：
総
長
指
名
は
係
争
中
な

の
で
判
決
に
委
ね
、
質
疑
を
打
ち

き
り
。
業
務
報
告
は
承
認
へ
。

（
暫
時
休
憩
）

議
長
：
議
事
再
開
。
決
算
報
告

関
係
を
一
括
議
題
に
。

田
中
理
事
（
な
ほ
在
任
総
長
）：

概
要
説
明
。

香
取
財
政
部
長
：
裁
判
関
係
の

経
費
に
つ
い
て
、
年
度
毎
の
内
訳

を
口
頭
で
説
明
。
未
払
い
給
与
に

つ
い
て
説
明
。

議
長
：
次
に
監
査
報
告
。

河
村
監
事
：
正
確
に
処
理
さ
れ

て
ゐ
る
。
十
分
留
意
し
て
予
算
執

行
し
て
欲
し
い
。
業
務
監
査
と
し

て
、
神
社
本
庁
の
歴
史
を
述
べ
、

総
長
が
決
ま
ら
な
い
状
態
が
続
い

て
ゐ
る
が
、
早
く
本
来
あ
る
べ
き

姿
の
神
社
本
庁
に
立
ち
返
っ
て
欲

し
い
。

神
保
氏
：
神
道
政
治
連
盟
会
長

が
本
庁
の
公
用
車
使
用
す
る
の
は

ど
う
な
の
か
。
ま
た
、
旭
川
の
仮

処
分
の
裁
判
費
用
は
本
庁
予
算
で

出
し
て
い
る
の
か
？

香
取
財
政
部
長
：
神
道
政
治
連

盟
も
リ
ー
ス
契
約
。
仮
処
分
の
費

用
は
予
想
外
だ
が
、
法
務
関
係
費

か
ら
支
出
し
て
い
る
。

春
名
氏
：
会
期
に
つ
い
て
議
長

と
相
談
し
た
か
？
未
払
い
給
与
の

総
額
は
？
決
算
書
で
勝
手
に
項
目

を
新
設
補
正
し
て
い
る
の
は
不
当
。

荒
井
総
務
部
長
：
議
長
に
も
相

談
し
て
い
る
。

香
取
財
政
部
長
：
過
年
度
支
出

に
つ
い
て
説
明
。
会
計
士
と
相
談

し
、
追
認
を
し
て
い
た
だ
い
た
と

報
告
。

春
名
氏
：
勝
手
に
支
出
し
て
決

算
後
で
認
め
ろ
と
は
お
か
し
い
。

不
要
な
裁
判
を
継
続
し
た
こ
と
が

問
題
。
正
副
議
長
会
で
進
言
し
た

が
無
視
さ
れ
、
そ
れ
で
副
議
長
退

任
。
故
に
決
算
は
承
認
で
き
な
い
。

小
野
常
務
理
事
：
役
員
会
で
承

認
を
得
た
。

議
長
：
一
般
会
計
ほ
か
決
算
に

つ
き
採
決
。
会
計
報
告
は
認
定
。

続
い
て
補
正
予
算

財
政
部
長
：
補
正
予
算
説
明
。

山
内
（
滋
賀
）：
統
理
の
意
思
を

確
認
し
た
。
よ
く
似
た
質
問
が
出

て
く
る
の
は
、
裁
判
の
総
括
が
で

き
て
ゐ
な
い
た
め
、
多
く
の
人
が

疑
問
に
思
っ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
納

得
出
来
な
い
限
り
い
つ
ま
で
も
続

く
。
稲
部
長
の
意
見
も
聞
く
べ
き
。

議
長
：
補
正
予
算
を
採
決
す
る
。

続
い
て
御
代
替
事
業
の
剰
余
金
。

太
田
（
岡
山
）：
議
長
に
苦
言
、

な
ぜ
業
務
報
告
で
発
言
で
き
な
い

の
か
？
反
省
し
て
欲
し
い
。

牧
野
（
愛
知
）：
式
年
遷
宮
を
控

え
現
状
で
奉
賛
活
動
出
来
る
か
？

問
題
解
決
の
た
め
に
は
年
内
に
臨

時
評
議
員
会
を
開
催
し
て
欲
し
い
。

議
長
：
議
案
は
採
決
、
可
決

（
異
議
あ
り
の
声
も
上
が
っ
て
ゐ

た
が
、
議
長
は
賛
成
多
数
と
し
て

可
決
）

自
由
討
論
な
し
。
議
事
終
了
。

田
中
理
事
（
な
ほ
在
任
総
長
）

挨
拶
：
評
議
員
会
へ
の
協
力
に
感

謝
。統

理
挨
拶
：
言
う
だ
け
言
っ
て

も
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
。

課
題
は
重
要
で
あ
る
か
ら
評
議
員

会
を
開
催
で
き
る
よ
う
協
力
を
願

い
た
い
。

全
日
程
終
了

（
午
後
六
時
四
十
五
分
）

以
上
、
概
要
で
す
。
録
音
も
な
い

の
で
漏
れ
や
不
正
確
な
と
こ
ろ
も

あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
経
過
は

ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
存
じ
ま
す
。

最
後
に
臨
時
評
議
員
会
の
提
示

も
あ
り
ま
し
た
。
皆
様
の
要
望
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

統
理
様
の
も
と
で

神
社
界
の
真
姿
を
顕
現
し
よ
う


